
  

(4) 中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

   商品

    総平均法による原価法を採

用しております。

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

   商品

同左

１ 資産の評価基準及び評価方法

 (1) たな卸資産

   商品

同左

 (2) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

    移動平均法による原価法を

採用しております。

 (2) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

同左

 (2) 有価証券

   子会社株式及び関連会社株式

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     中間決算日の市場価格等

に基づく時価法を採用して

おります。(評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。)

   その他有価証券

    時価のあるもの

同左

   その他有価証券

    時価のあるもの

     決算日の市場価格等に基

づく時価法を採用しており

ます。(評価差額は、全部

純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法

により算定しておりま

す。)

    時価のないもの

     移動平均法による原価法

を採用しております。

     なお、投資事業組合への

出資については、組合から

入手可能な 近の中間決算

報告書に基づいて評価して

おります。

    時価のないもの

同左

    時価のないもの

同左

 

     なお、投資事業組合への

出資については、組合から

入手可能な 近の決算報告

書に基づいて評価しており

ます。
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   ①建物及び鹿島病院に関する

有形固定資産

     定額法を採用しておりま

す。

     なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

     建物   15～39年

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   ①建物 

 

同左

２ 固定資産の減価償却の方法

 (1) 有形固定資産

   ①建物及び鹿島病院に関する

有形固定資産

同左

   ②その他の有形固定資産

     定率法を採用しておりま

す。

     なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

     構築物  10～15年

     器具備品 ３～６年

   ②その他の有形固定資産

同左

   ②その他の有形固定資産

同左

  (会計方針の変更)

 当中間会計期間から、法人税

法の改正((所得税法等の一部を

改正する法律 平成19年３月30

日 法律第６号)及び(法人税法

施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日政令第83号))

に伴い、平成19年４月１日以降

に取得したものについては、改

正後の法人税法に基づく方法に

変更しております。 

 これに伴い、前中間会計期間

と同一の方法によった場合と比

べ、営業利益及び経常利益並び

に税引前中間純利益が、それぞ

れ476千円減少しております。
  ─────

─────
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (追加情報)

 当中間会計期間から、法人税

法の改正に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した有形固定資

産については、取得価額の５％

相当額まで減価償却が終了した

翌事業年度から、取得価額の

５％相当額と備忘価額との差額

を５年間で均等償却し、減価償

却費に含めて計上しておりま

す。 

 これに伴い、前中間会計期間

と同一の方法によった場合と比

べ、営業利益及び経常利益並び

に税金等調整前中間純利益が、

それぞれ328千円減少しており

ます。

  (会計方針の変更)

 当事業年度から、法人税法の

改正((所得税法等の一部を改正

する法律 平成19年３月30日

法律第６号)及び(法人税法施行

令の一部を改正する政令 平成

19年３月30日政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以降に取

得したものについては、改正後

の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

 これに伴い、前事業年度と同

一の方法によった場合と比べ、

営業利益及び経常利益並びに税

引前当期純利益が、それぞれ

1,366千円減少しております。
─────

 (2) 無形固定資産

 定額法を採用しておりま

す。

 なお、自社利用のソフトウ

ェアについては、社内におけ

る利用可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用しておりま

す。

 (2) 無形固定資産

同左

 

 

 (2) 無形固定資産

同左

 (3) 長期前払費用

 定額法を採用しておりま

す。

 (3) 長期前払費用

同左

 (3) 長期前払費用

同左
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